
平成 30年度 山形県肝炎医療コーディネーターむけ研修会のお知らせ 

「肝炎、肝硬変治療と患者支援の最新情報（肝硬変肝がん患者への支援）」 

 

肝炎を取り巻く治療、支援は年々ごとに新しくなっています。山形県肝炎医療コーデ

ィネーターの方には、常に新しい情報を得てもらうため、今回、研修会を企画しました。 

山形県肝炎医療コーディネーターとして認定されました方に、この研修会を役立てて

いただければと思います。コーディネーターの方はふるってご参加いただきますようお

願いします（認定者以外でも医療機関勤務し肝炎にかかわる方、10/6 の肝炎コーディ

ネーター講習会受講者も受講可能です）。 

 

日 時： 平成 30 年 10 月 24 日（水）18：00-19：30 （17：30 より受付開始） 

場 所： 山形医学交流会館  山形市飯田西 2-2-1 （山形大学医学部内） 

TEL：023-628-5309（医局） 

対象：山形県肝炎医療コーディネーターの認定を受けた方 

医療機関で肝疾患に携わっている方（本研修会では認定は行いません。コーディ

ネーター認定をご希望される方は 10月 6日の講習会を受講してください） 

 

講演１ 新しく始まるウイルス性肝硬変肝がんへの助成制度について 

   山形県健康福祉部健康福祉企画課 薬務感染症対策室 後藤慎弥 

講演２ 最新の肝炎の治療 

山形大学医学部内科学第二講座  芳賀弘明 

講演３ 最新の肝硬変治療とその成績 

山形大学医学部内科学第二講座  奥本和夫 

本講習会を受講した方は、コーディネーター更新の際に考慮することとします。 

 

 

山形県肝疾患診療連携拠点病院 

肝疾患相談室 室長 奥本和夫 

 

【本会のお問合せ】 

山形大学医学部消化器内科 医局 齋藤 

TEL：023-628-5309、FAX：023-628-5311 

 

 

 

■この会は一般社団法人 日本肝臓学会が「2017 年度 GSK 医学教育事業助成」を受け

て開催しています。 



10月 24日山形県肝炎医療コーディネーター向け研修会申込書 

 FAX 023-628-5311   
山形大学医学部内科学第二講座 

山形県肝炎医療コーディネーター向け研修会事務局 宛 
 

氏

（ふり

名

がな）

 

コーディネーター認定

〇をつけてください 

 あり  なし 

 
あり  なし 

 
あり  なし 

 
あり  なし 

 

お申込者氏名
（ ふ り が な ）

：                        

貴施設名：                          

ご住所：〒                          

電話番号：       FAX番号：          

メールアドレス：                   

 

平成 30 年 10 月 17 日（水）までに上記ご記入のうえ、FAX にてお申込みいただ

きますようお願いします。申込先は山形県でなく、大学となりますのでご注意く

ださい。 



平成 30年度 山形県肝炎医療コーディネーター養成講習会のお知らせ 

 

山形大学医学部附属病院肝疾患相談室 室長 

山形大学医学部附属病院第二内科 講師 

奥本和夫 

山形県健康福祉部健康福祉企画課 薬務･感染症対策室 室長 

髙橋博人 

 

 

肝炎を取り巻く診断と治療はここ数年で大きく進歩し、特にC型肝炎は治癒する時代となりました。

しかし、肝炎ウイルス検査を受検したことのない方は50％程度と推定され、肝炎ウイルス検査が陽性で

あったにもかかわらず医療機関を受診していない方が全国で53万～120万人いると推計されています。 

肝炎対策の推進に関する基本的な指針（平成28年厚生労働省告示第278号）では、肝硬変又は肝がん

への移行者を減らすことが肝炎対策全体の目標に掲げられています。 

山形県でも、「受検」「受診」「受療」と「フォローアップ」が促進されるよう、昨年度より、肝炎

に関する知識を有する肝炎医療コーディネーターの育成を始めております。本年度も、肝炎医療コーデ

ィネーターの養成に向けた講習会を開催しますので、積極的にご参加くださいますようお願いします。 

 

 

日 時：平成 30 年 10月 6日（土）13：00-17：30（12：30受付開始） 

場 所：霞城セントラル 3階 山形市保健センター 大会議室 

（山形県山形市城南町 1丁目 1-1） 

対象者：次のいずれかに該当する方 

   ・ 県内の肝疾患診療連携拠点病院、肝炎専門医療機関又は検診機関に所属する看

護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、医療ソーシャルワーカー

等で肝炎対策を担当されている方 

   ・ 県又は県内の市町村の保健師等で肝炎対策を担当されている方 

 

 

プログラム： 

第 1部（13:00～13:40） 

① 肝炎コーディネーターに期待される役割、心構え 

 山形大学医学部附属病院第二内科 奥本和夫 

② 山形県の肝炎対策 

山形県健康福祉部健康福祉企画課 薬務・感染症対策室 後藤慎弥 

  



第 2部（13:40～16:50） 

① 肝疾患の基本的な知識 

１） 肝疾患の検査とその意味、肝炎の感染経路と感染予防 

山形大学医学部内科学第二講座 芳賀弘明 

２） B型肝炎、C型肝炎の診断と治療 

山形県立中央病院 消化器内科 鈴木克典 

（休憩 10分） 

３） NASH、自己免疫性肝疾患の診断と治療 

山形市立病院済生館 消化器内科 西瀬雄子 

４） 肝硬変、肝がんの診断と治療 

日本海総合病院 消化器内科 鈴木義広 

   （休憩 10分） 

② 地域の肝疾患診療連携体制 

山形大学医学部附属病院第二内科 奥本和夫 

③ 肝疾患相談室の仕事と役割、肝臓病教室のやりかた 

    山形大学医学部附属病院肝疾患相談室 今野亜希湖 

 

   （休憩 10分） 

 

第 3部（17:00～17:30） 

① テスト（20分） 

② 解説（10分） 

終了 

 

※第 1部-第 3部を受講し認定テストに合格した方へ、後日認定証とバッヂを送付します。 

 

申込方法：別紙申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

 

 

 

 

【本件へのお問合せ】 

山形大学医学部第二内科 医局 齋藤 

電話：023-628-5309、FAX：023-628-5311 

 

山形県健康福祉部健康福祉企画課 薬務・感染症対策室 後藤 

電話：023-630-2315、FAX：023-625-4294  

E-mail:gotoshiny@pref.yamagata.jp 

  



山形県肝炎医療コーディネーターの養成及び活用に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、山形県肝炎医療コーディネーター（以下「コーディネーター」とい

う。）を養成し、県民への肝炎医療に関する普及啓発、患者やその家族への情報提供など

の支援に活用することにより、肝炎ウイルス検査の受検、検査陽性者及び肝炎患者の受

診並びに継続的な受療を促進するなど、山形県の肝炎対策を推進することを目的とする。 

   

（基本的な役割） 

第２条 コーディネーターは、肝炎患者や肝炎ウイルス検査陽性者（以下「肝炎患者等」

という。）の早期発見を図るとともに、肝炎患者が適切な医療を受けられるように、行政

機関や職域の関係者などとの連携の窓口となり、行政機関や医療機関によるフォローア

ップや支援が円滑に行われるよう活動することを役割とする。 

 

（活動内容） 

第３条 コーディネーターの主な活動内容は、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

（１）肝炎の検査や治療に関する情報提供及び相談助言を行うこと 

（２）肝炎患者等を支援するための制度の周知や窓口の案内を行うこと 

（３）肝炎ウイルス検査の受検勧奨及び検査陽性者への受診勧奨を行うこと 

（４）（１）から（３）までのほか、目的の達成に必要な活動 

 

（認定） 

第４条 県は、次に掲げる者のうち、養成講習会を受講し、習熟度に関する試験に合格し

たものをコーディネーターとして認定するものとする。 

（１）県内の肝疾患診療連携拠点病院、肝炎専門医療機関又は検診機関に所属する看護師、

准看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、医療ソーシャルワーカー等で肝炎対

策を担当する者 

（２）県又は県内の市町村の保健師等で肝炎対策を担当する者 

２ コーディネーターの認定期間は３年とし、継続講習を受講した者について認定を３年

更新するものとする。 

 

（養成、認定等） 

第５条 県は、前条の規定によるコーディネーターの認定を行ったときは、認定証（様式

第１号）を交付し、登録名簿に登録を行うものとする。 

２ 県は、コーディネーターが次のいずれかに該当すると認めたときは、第１項の規定に

よる認定を取り消し、前項に規定する名簿から登録を抹消する。 

（１）コーディネーターとして不適切な行為を行ったとき 

（２）本人から認定取消の申し出があったとき 



（３）認定を更新しないとき 

 

（変更又は訂正） 

第６条 認定証の交付を受けた者は、所属機関等に変更が生じたときは、速やかに変更届

（様式第２号）により、知事に届け出るものとする。 

 

（再交付） 

第７条 認定証の交付を受けた者が下記により再交付の必要が生じたときは、再交付申請

書（様式第３号）を知事に提出するものとする。 

（１）紛失したとき 

（２）き損したとき 

（３）その他やむを得ない理由により再交付の必要が生じたとき 

２ 再交付を受けた者が、紛失した認定証を発見したときは、この認定証を知事に返却す

るものとする。 

 

（技能向上及び活動支援） 

第８条 県は、コーディネーター養成講習会及び継続講習の開催、情報提供等を実施し、

コーディネーターの継続的な技能の向上と相互の連携の強化を図り、その活動を支援す

るものとする。 

２ 県は、コーディネーターの所属機関一覧を県ホームページ等へ掲載し、周知するもの

とする。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーター養成について必要な事項は、別

に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成 29年 11月 14日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 30年８月 23日から施行する。 

  



10月 6日㈯ 山形県肝炎医療コーディネーター養成講習会申込書 

 FAX 023-625-4294   
山形県健康福祉部 健康福祉企画課 薬務・感染症対策室 

 山形県肝炎医療コーディネーター養成講習会事務局 行 
 

役 職 

（看護師、薬剤師、 

保健師、ソーシャル 

ワーカー等） 

氏 名
（ふりがな）

 

すでにコーディネ

ーター認定されて

いる方は〇をつけ

てください 

   

   

   

   

【ご連絡先】 

お申込者氏名
（ ふ り が な ）

：                                

貴 施 設 名 ：                          

ご 住 所 ：〒                          

電 話 番 号 ：       F A X 番 号 ：                      

代表者様メールアドレス：                     

上記ご記入のうえ、平成 30年 9 月 21 日（金）までに 

FAX にてお申込みいただきますようお願いします。 
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